
議案第130号

留守家庭子ども会室用建物の取得について

　上記の議案を提出する。

　　平成30年₆月13日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　本件建物は，舞鶴小留守家庭子ども会室用として取得するものであるが，その予定価格が

6,000万円以上であるので，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第₃条の規定により議会の議決を求めるものである。

留守家庭子ども会室用建物の取得について

　留守家庭子ども会室用として次の建物を取得する。

₁　所 在 地　　福岡市中央区舞鶴二丁目₆番₁号

₂　取得する建物　　鉄筋コンクリート造平家建（面積268.91平方メートル）

₃　買 入 価 額　　86,581,473円。ただし，平成30年₅月23日から支払完了日までの間に

おいて公益財団法人福岡市施設整備公社が支払う利子相当額を加算す

る。

₄　取得の相手方　　福岡市中央区天神一丁目₆番₈号

　　　　　　　　　　　公益財団法人　福岡市施設整備公社

（参考）

　　買入価額の明細は，次のとおりである。

　₁　建物購入費　　85,527,391円

　₂　利　　　子　　 1,054,082円
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